
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二
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八

号

政
令
指
定
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意
書
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政
令
指
定
都
市
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
指
定
都
市
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
で
は
「
政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以

上
の
市
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
人
口
五
十
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
は
指
定
を
受
け
る
必
要
条
件
で
あ
る
が
、
必
要
十
分
条
件

で
は
な
い
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
、
大
阪
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、
横
浜
市
、
神
戸
市
、
北
九
州
市
、
札
幌
市
、
川

崎
市
、
福
岡
市
、
広
島
市
、
仙
台
市
、
千
葉
市
、
さ
い
た
ま
市
、
静
岡
市
、
堺
市
、
新
潟
市
、
浜
松
市
、
岡
山
市
、
相
模
原

市
、
熊
本
市
の
二
十
市
が
指
定
都
市
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
五
大
市
が
指
定
を
受
け
た
際
、
当
時
の
五
大
市
の
人
口
を
目

安
に
百
万
人
都
市
で
あ
る
こ
と
が
指
定
の
一
応
の
標
準
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
標
準
は
変
化
し
、
現
在
で
は
約
七
十
万
人
の
静
岡

市
も
指
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
少
子
化
傾
向
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
対

応
は
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
五
大
都
市
が
指
定
さ
れ
た
当
時
と
比
し
て
社
会
環
境
が
変
化
を
し
て
い
る
中
、
こ
れ
か
ら
の
指
定
都
市
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
政
府
の
考
え
方
を
以
下
質
問
す
る
。

一

指
定
都
市
制
度
の
最
大
の
目
的
は
、
都
市
行
政
の
合
理
的
能
率
的
運
営
を
図
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
指
定

都
市
に
な
り
実
際
に
都
市
行
政
の
合
理
化
、
能
率
化
が
図
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
過
去
に
検
証
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。

一



二

指
定
都
市
に
な
る
と
、
都
道
府
県
と
同
等
の
権
限
が
付
与
さ
れ
る
、
と
の
謳
い
文
句
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
権
限
で
は
な

く
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
一
部
が
移
管
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
か
え
っ
て
負
担
が
増
え
る
だ
け

で
権
限
は
委
譲
さ
れ
て
い
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
を
う
か
が
う
。

三

浜
松
市
で
は
平
成
三
十
一
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
に
合
わ
せ
て
、
区
の
再
編
を
問
う
住
民
投
票
が
行
わ
れ
た
が
、
な
ぜ

区
を
設
置
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
の
声
が
多
く
出
た
。
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
で
「
指

定
都
市
は
、
市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
、
そ
の
区
域
を
分
け
て
区
を
設
け
、
区
の
事
務
所

又
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
そ
の
出
張
所
を
置
く
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
八
十
万
人
規
模
の
浜
松
市
や

七
十
万
人
規
模
の
静
岡
市
な
ど
、
か
つ
て
の
五
大
市
と
は
状
況
も
環
境
も
異
な
る
指
定
都
市
が
増
え
て
き
た
こ
と
も
鑑
み
る

と
、
地
方
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
区
の
設
置
、
区
の
事
務
所
の
設
置
を
義
務
付
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識

も
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
う
か
が
う
。

四

同
時
に
各
区
に
選
挙
管
理
委
員
会
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
最
大
の
人
口
を
有
す
る
横
浜
市
港
北
区
（
約

三
十
三
万
人
）
と
最
小
人
口
の
浜
松
市
天
竜
区
（
約
三
万
四
千
人
）
で
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
。
選
挙
管

理
委
員
会
の
設
置
も
、
指
定
都
市
の
決
定
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
う
か
が
う
。

二



右
質
問
す
る
。

三


